
2.2.5	 モビリティーロボット（空中ロボット、空飛ぶクルマ）

（1）研究開発領域の定義
遠隔飛行、自動飛行、自律飛行により空中を飛行し、ミッションを遂行できる空中ロボットに関して、飛行

体としての機体本体、飛行制御システム、遠隔操作やデータ送信のための通信システム、複数の飛行体の安
全で効率的な飛行を可能とする運航管理システムを包括した領域を研究開発領域として定義する。無人航空
機システム（UAS： Unmanned Aircraft System）と呼ばれることもあるが、機体が大型し、人を運ぶこと
ができるほどのペイロード能力を持つ機体「空飛ぶクルマ」と呼ばれることもある。「空飛ぶクルマ」に関して
は操縦士が搭乗する場合は、航空機の扱いとなるため、ここでは、UASと同様に、操縦士は遠隔で操作、ま
たは自動・自律操縦するものを対象とする。

（2）キーワード
無人航空機（UAV： Unmanned Aerial Vehicle）、無人航空機システム（UAS： Unmanned Aircraft 

System）、垂直離着陸機（VTOL： Vertical Take-Off and Landing aircraft）、アーバンエアモビリティー
（UAM： Urban Air Mobility）、ドローン、空飛ぶクルマ、空中ロボット、遠隔操作、自動飛行、自律飛行、
管制航法誘導、無線システム、衛星航法、慣性航法

（3）研究開発領域の概要
歴史

無人航空機の歴史は古く、イギリスのデ・ハビランド社製の練習機DH.82 タイガー・モス （de Havilland 
DH.82 Tiger Moth）に無線操縦装置を取り付けた無人航空機のQueen Bee（女王蜂）が標的機として
1935 年ごろに開発された。米国でも模型飛行機を改造した標的機が第二次世界大戦中に使用され、オス蜂
を意味するドローンと命名され標的機はターゲットドローンと呼ばれるようになった1）。

軍事利用のドローンは標的機以外に偵察機としての開発も行われ、1990年代には、衛星航法、衛星通信
を利用した目視外への遠隔自動飛行も実用化された。1995年のボスニア・ヘルツェゴビナ紛争において中高
度滞空型（MALE： Middle Altitude Long Endurance）の無人偵察機が実戦で使用された2）。無人偵察
機はその後、高高度滞空型（HALE： High Altitude Long Endurance）や電動小型機なども実用化され
ている。

民間での産業用無人航空機としては、遠隔操作の無人ヘリコプターによる農薬散布の研究が日本において
1980年代から開始され、1990年代には実用化された1）。現在普及しているドローンは、複数の電動プロペ
ラの回転数制御で飛行するマルチコプター（マルチローターとも呼ばれる）タイプであり、1980年代に国内メー
カーによりホビー機として市販されたものが世界初の市販マルチコプターといわれている。マルチコプターは
1990年代から研究用に使われていたが、近年のブームは空撮利用に適したホビー用のマルチコプターが
2010年以降市販されたことによる。その背景として、リチウムイオンバッテリー、ジャイロや加速度計などの
半導体センサー技術、Wi-FiやBluetoothなどのデジタル通信技術などが携帯型PC、タブレット、スマートフォ
ンなどの普及により急速に進歩し、安価に提供されるようになったことが挙げられる。

マルチコプターは、空撮のみならず、測量、監視、農薬散布などにすでに実用化されている。今後は、通信、
物流などへ用途が広がると考えられ、その産業規模は指数関数的に拡大している。マルチコプターの大型化
も進み、2010年代後半には、人を乗せることができるほどのペイロード能力を備えたものも出現し、人が操
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縦する機体の飛行試験にも成功している。こうした大型マルチコプターは「空飛ぶクルマ」とも呼ばれている3）。

機体の分類
ドローンなどの空中ロボットは無人航空機であり、広い意味では航空機の一種である。航空機は日本では

航空法により、「人が乗って航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機及び飛行船その
他政令で定める航空の用に供することができる機器」（航空法2条1項）とされ、いわゆる無人機は航空機に
含まれなかったが、平成15年12月から施行された改正航空法により、無人航空機は、「航空の用に供するこ
とができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器であって構造上人が乗ることが
できないもののうち、遠隔操作又は自動操縦（プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。）により飛行
させることができるもの」（航空法2条22項）と新たに規定された4）。

航空機は日本の法規では、空気よりも軽い軽飛行機、すなわち飛行船と、空気よりも重い重飛行機に分類
される。重飛行機は回転翼航空機（ヘリコプターなど）と、固定翼航空機に分類され、固定翼航空機は滑空
機と飛行機に分類される。無人航空機も同様に、遠隔操作、または自動操縦が可能な、飛行船、回転翼機、
滑空機、飛行機に分類することができる。現状普及している小型無人航空機は4つ以上のプロペラを利用し
たマルチコプターであるが、単独のプロペラをもつヘリコプタータイプ、固定翼の飛行機タイプの無人機も存
在し、最近では、固定翼を備えたマルチコプタータイプ（ハイブリッド機とも呼ばれる）、ローターの回転軸
を変更できる機体も開発されている。
「空飛ぶクルマ」は人が操縦するものは航空機に分類されるが、操縦者が同乗しないものは日本の航空法で

は、無操縦者航空機（航空法第八十七条）として解釈され、大型の無人機もその解釈をされる（ただし、定
義は明確ではない）。

（4）注目動向
機体認証

民間航空機は国連の専門機関ICAO（国際民間航空機関）による国際法（シカゴ条約）で飛行安全を維
持するためのルールが付属書（ANNEX）で定められ、各国航空当局（アメリカでは連邦航空局FAA、欧州
では欧州航空安全機構EASA、日本では国土交通省航空局）はシカゴ条約の批准の下で国内法を制定してい
る5）。無人航空機に関しては、小型のものは、国際運航は無いという解釈により各国で独自のルールが導入
されているが、RPASと呼ばれる大型の無人機に関してはICAOで国際ルールが検討されている6）。 RPASと
はRemotely Piloted Aircraft Systems（遠隔操縦航空機システム）の略で、民間航空機が計器飛行で運
航する空域を遠隔操縦の無人機が運行するシステムを想定している。現在、有人機のANNEXの該当する部
分を無人機用に改定する作業が進んでおり、2020年半ばにはICAOで承認される計画である。有人機に匹
敵する安全性を有することと、有人機と同様に管制からの飛行指示に従うことと、有人機なみの衝突防止装
置を装着することが義務づけられると想定される。その意味では、空中ロボットというよりも現状の航空機を
遠隔操作で飛行させるイメージで、利用用途は主に貨物輸送である。機体認証に関しては、有人機と同等な
耐空性の要求と、量産機に関しては型式証明が導入される見込みである。

小型の無人機に関しては、RPASのような統一的な機体認証ルールはなく、機体個別の安全認証であるが、
欧州ではEASAが各国のルールを統合する動きがある7）。わが国でも、現状は機体個別の認証をベースにし
ているが、2022年度から機体認証制を立ち上げる動きにある8）。

「空飛ぶクルマ」に関しては、大型ではあるが国際運航は想定しておらず、RPASと小型無人機の中間に位
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置するといえる。操縦士が同乗するものに関しては、有人機の機体認証となり、試作機や自作機の場合は、
FAAではExperimental Aircraft、ウルトラライト機（Part103）、小型スポーツ機（FAA Order 8130.2J）
などの認証を受けるが、日本では航空法11条ただし書による耐空性の個別審査となる。量産機に関しては、
FAAでは小型機（Part23）、小型ヘリ（Part27）、業務ヘリ（Part29）などの認証を、わが国でもN類、
T類などの認証をうけることになる。無人機としての「空飛ぶクルマ」に関しては、その機体認証制度は現時
点では国際的にも明確ではない9）。

飛行許可
無人機に関する飛行許可は、機体特性、飛行領域のエアリスク（無人機同士、有人機無人機の空中衝突

など）および地上リスク（墜落時の被害など）、操縦者の技能などを考慮してトータルなリスクを評価し、許
容レベルに抑制できる対策が講じられているかどうかを総合的に判断するSORA（Specific Operations 
Risk Assessment）と命名された手法が、各国の航空当局による無人機のルール形成に関するコンソシアム
JURAS（Joint Authorities for Rulemaking on Unmanned Systems）を中心に開発されている10）。

上記のような動向があるものの、現状では各国とも無人機に関しては、当局が申請を審査して飛行許可を
与える状況にある。米国では、CFR part 107（Operation and Certification of Small Unmanned 
Aircraft Systems）において、25kg未満の小型無人機の飛行ルールが規定され、目視外飛行などでは個別
審査による免除（Waiver）が与えられ、25kg以上の無人機では FAA Modernization and Reform Act 
of 2012におけるSection 333による飛行許可を個別に取得する。多くの無人航空機が登録され、活用され
ている状況から、運航者や無人航空機が一定の条件を満たす場合、Part107 のウェーバー申請をしなくとも
飛行が出来る新しいルールが提案されている（NPRM（Notice of Proposed Rulemaking））11）。

わが国では、2015年の航空法改正により、小型無人航空機の飛行可能領域と、飛行方法が制定され、夜
間飛行や目視外飛行を行うには、航空局に飛行申請して許可を得る必要がある12）。申請件数が急増する状況
において、2022年度を目途に、機体の承認制度、操縦免許制度、標準飛行マニュアルを整備し、個別審査
以外に、資格審査により飛行許可を発行できるような制度を設定することが、「空の産業革命にむけた官民協
議会」において合意された13）。この官民協議会は、関係省庁と民間により設置され、小型無人航空機の環
境整備に向けたロードマップが2016年以降、毎年公表されている14）。

空飛ぶクルマに関しては、関係省庁と民間により「空の移動革命に向けた官民協議会」が2018年に設置
され、2023年度を目途に、空飛ぶクルマの事業化を可能にすることを目標に、制度設計、技術開発、実用
化のロードマップが策定されている15）。このなかで、制度や体制の整備に関しては、

• 運送・使用事業制度の整備
• 操縦に関する技能証明制度の整備
• 機体に関する型式証明・耐空証明の整備
• 離発着場、飛行空域、使用電波の整備
• 飛行試験拠点の整備

がリストアップされ、機体や技術の開発に関しては
• 安全性・信頼性を確保し、証明する技術開発
• 自動飛行や運航管理技術
• ハイブリッドを含む電動推力技術

が列挙され、整備目標、開発目標が共有されている。
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電波利用
無人航空機において、遠隔操作、飛行状況のモニター、画像情報などの伝送において電波利用が必須であ

る。ラジコン用の電波は、従来から存在し、アナログの電波帯が存在するほか、WiFiも利用するISMバンド
（産業科学医療用バンド）も利用され、市販のドローンは、無線局免許が不要な2.4GHz帯のISMバンドの
使用が主流となっている16）。

この中で、無人移動体画像伝送システムには2016年に総務省から高出力の画像伝送用周波数帯の使用許
可が与えられたが、免許の取得と使用者間の調整が必要である17）。

より簡単な携帯電話用無線（LTE）のドローン利用に関しては、試験的利用が2016年より開始され、
2020年度中には一般的利用が開始の見込みである17）。 LTEは、携帯電話の利用と同様に携帯電話基地局
を自動的に切り替えることで、長距離で自営の無線局からの電波が届かない場合の交信も可能である。ただ
し、携帯電話基地局の存在しない山間部や洋上での利用は不可能であるため、その場合には衛星通信が利用
されている。

RPASのような大型無人機では通常の航空機と同様に民間用VHF無線、洋上管制用HF無線、衛星通信
が使われることが想定されている。「空飛ぶクルマ」に関しては、航空用無線が使用されると考えられるが、
近距離の場合は、小型無人機と近い無線の使用も想定される。

運航管理
有人機は空中衝突を避けるために、旅客機などは常に管制官の指示に従って飛行する計器飛行方式が採用

され、飛行空域も規定されている。小型機やヘリコプターなどは、空港周辺以外はパイロットの目視により安
全確認による有視界飛行方式を採用している。小型無人航空機は基本的には、操縦者の目視で安全を確保す
るが、飛行密度が高い状態や、目視外の飛行のために、無人機用運航管理システム（UTM）が開発されて
いる。これは、ドローンの位置情報を地上局で監視するものであるが、複数のUTMが関係する場合には、

図2-2-3　　　NASAのUTM構想
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UTM間での調整機能も必要であり、各国で研究開発がなされている。わが国ではNEDOのプロジェクトで
統合的なUTMの研究開発がなされている18）。米国では最終的に無人機の飛行を米国国家空域システムに統
合することを目的にUTMの研究開発、実証実験を行い（図2-2-3）、空港周辺などではUTMに接続した飛
行が義務付けられている。欧州でも空域統合に向けたロードマップが発表されている11） , 19）。

こうした本格的な管制システムとは別に、飛行中のドローンの所有者が確定できるようなシステムが欧米で
義務付けられる予定である。このシステムはリモートIDと総称され、機体から常時電波を発信し、受信者が
機体IDや所有者などの情報を得ることができるものである。わが国で、ドローンの登録開始が予定されてお
り、リモートIDも導入される計画である。

（5）科学技術的課題
特許庁の調査報告書 20）によれば、小型無人航空機の技術は機体構造技術と飛行運航技術に分類され、機

体構造は
• 構造部
• 揚力・推力機構
• 動力機構
• エネルギー源（バッテリ、優先給電、無線給電など）
• 取付構造
• ペイロード（カメラ、ミッション機器など）
• 安全機構（エアバッグ、パラシュート、ローターガード、衝撃吸収機構）

に分類される。
飛行運航技術に関しては
• 機体技術として、センサー、アクチュエーター、フライトコントローラー、故障診断・衝突防止などの安

全技術
• 無線システム
• 無人機管制
• 飛行支援装置（ドローンポート）

に分類される（図2-2-4）。
課題としては、
• 飛行性能の向上
• 制御の高度化
• 耐環境性
• 異常対応
• 衝突安全性
• 衝突回避
• 不正利用防止
• 低コスト化

などが項目として列挙できる（表2-2-1）。
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図2-2-4　　　ドローンの技術分類 20） 
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大型無人機でもほぼ同じ技術課題を列挙できるが、有人機と同一の空域を飛行するケースが多いことから、
• 有人機と無人機の統合的な管制技術
• 衝突防止技術

がより重要となる。また、機体が大型化することから墜落時の被害が深刻となるため
• 機体の信頼性・安全性を保障する設計技術、評価技術、試験技術
• 非常時の自律的緊急着陸技術
• 遠隔操作・飛行モニターにおけるヒューマンエラーの排除技術

などがより重要となる。なお、機体そのものに関しては、大型化にともない
• 機体の軽量化技術
• 燃料電池、ハイブリッドなど長時間飛行を可能とする推進技術

も必須となる。

表2-2-1　　　技術区分に対する技術課題

  飛行性能の向上 制御の高度化 耐環境性 異常対応 衝突安全性 衝突回避 不正利用防止 低コスト化 その他

機
体
構
造

構造部 ・ 軽量化（CFRP,マ
グネシウム合金）

・ モーフィング ・耐雷性能
・損傷検知
・ 自動損傷修復

・ 衝撃吸収機構
・製造技術
・ リサイクル

技術
リサイクル

揚力・推力
機構

・ 効率化（プロペラ
のCFD）

・ 低騒音化
・ 可変ピッチプロペラ

による応答性向上

・ Act ive騒音
低減技術

・耐雷性能
・ プ ロ ペ ラ

ガード

動力機構

・ 高性能モーター・
ハイブリッド用発
電機

・ 応答性の向上
・ 低温、高温

性能
・異常検知

エネルギー
部

・ 高性能バッテリー
・ ハイブリッド化に

よる長時間飛行

・ インテリジェ
ント化（充電
の管理）

・急速充電
・ 低温、高温

性能
・異常検知

・ 衝突時の発
火防止

ペイロード
・ 高性能カメラ（可

視、、赤外、望遠・
ステレオ）

 ・環境センサー       

安全機構     
・ 墜落時の衝

撃吸収機構
 

・ 機体電子登録
・リモートID

飛
行
運
航
技
術

機体技術

・ 非G P S環 境での
自動飛行（画像セ
ンサー、ライダー
などでの環境同定
と位置把握）

・自立化機能
・ 自動編隊飛行

・故障検知
・ 耐故障制御

技術
・ 衝突検知技術

・ 飛行経路自
動変更

・ 不正利用検知
技術

無人機管制  ・自動管制 ・ 環境情報通知 ・故障検知 ・ 衝突回避指令 ・ 緊急着陸管制 ・ 不正利用防止  
・ 有人管制と

の統合

飛行試験 ・強度試験
・疲労試験

・ システム検証
試験装置

・ 環境試験装置  ・衝撃試験
・ シミュレー

ション環境

離着陸場 ・機体固定
・自動誘導
・ GPS誤差補正

・環境計測
・ 飛行前の自

動モニタリ
ング

・ 複数機の誘導  ・ 人の侵入検知

通信技術 ・ 遅延の低減 
（５Gの利用）

・ 複数機同時接
続（５G利用）

・ 中 継 技 術
（直接通信の
困難な場合）

・ 複 数 通 信
（衛星通信）

 
・ 衝突防止装

置

・ 通信性セキュ
リティー（暗
号化など）

  

ヒューマン
イ ン タ ー
フェース

・ 地上局レイアウト
・ 複 数 機 の 同

時操作
 

・ ヒューマン
エラー検知

・疲労検知

・ 衝突回避ア
ド バ イ ザ
リー機能

・ 不正使用防止
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空飛ぶクルマに関しては、大型無人機の方に加え、人を運ぶ場合には
• より高度な信頼性・安全性の保証
• 墜落時の乗員の保護に関する衝撃吸収技術
• 汎用的な空港インフラ技術

も要求されることになる。

無人航空機は遠隔操作で操縦または自動飛行が行われるため、通常は機上の乗員が行う安全関連の認識・
判断・操作に遅れが生じかねない。いわゆる人工知能機能はこうした分野への活用が期待される。NEDOで
の「サイバー・フィジカル研究拠点間連携による革新的ドローンAI技術の研究開発」（2018～2023）では

• 物体認識の枠組みによる人・車両の認識により安全を確保する「自律運航AI 技術」
• 機器故障に起因する異常を検知・判断する「故障診断AI技術」
• 機器故障時に環境認識により無人地帯を選択して安全着陸する「緊急着陸AI技術」

の研究開発が取り組まれている21）。
また、NEDOについては「ロボット・ドローンが活躍する省エネルギー社会の実現プロジェクト」（2017～

2021）にて、物流、インフラ点検、災害対応等の分野で活用できる無人航空機及びロボットの開発を促進
するとともに、社会実装するためのシステム構築及び飛行試験等を実施している。

こうしたAI技術を無人航空機に組みこむためには、
• 信頼性の評価技術
• 学習データの妥当性に関する基準
• 判断の妥当性を監視するスーパーバイザリー技術

などの研究開発も同時に必要となる22）。
航空機に関しては、地球温暖化ガスの排出規制が国際運航に関して国連の専門機関ICAOにおいて削減目

標が設定され、機体軽量化、空気抵抗削減、排出ガスの削減、運航効率の改善、低炭素燃料の利用などす
べての局面における対策が進んでいる。無人航空機においても

そうした要求は今後厳しくなり、電気推進、電気・内燃機関ハイブリッド、水素燃料利用などの研究が求
められると考えられる23）。

（6）その他の課題
社会受容性

無人航空機は社会的な実装がこれから進められる技術であるため、機体、操縦者、使用に関する法制度の
整備が求められるほか、社会的受容性の課題も克服しなければならない。社会的受容性は

• 騒音に関する受容性（騒音基準値の設定）
• 上空利用に関する受容性
• プライバシー保護に関する課題（カメラ利用時など）
• 不正利用の監視、防御

などが主な課題となる。
ビジネス利用に関しては、新しい技術であるために収益性における課題を克服する必要があり、その普及

促進に向けては、社会的ニーズを踏まえた公的支援策（経済試験、制度の緩和）が必要と考えられる。
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知財戦略
特許庁の調査 20）では以下の5項目を日本の研究開発方針として示している。
　1） 日本国籍の特許件数は少なく、世界を追いかけるだけでなく、有人地帯目視外飛行のような高度な

安全性に特化した研究開発を進めるべき。
　2） 日本が強みとする高性能で、高信頼なデバイスを活用した産業用ドローン機体の早期開発を目指すべき。
　3）インフラ点検や防災などの産業応用を早期に実現すべき。
　4）産学官の連携推進や小規模事業者への特許支援を強化。
　5）国際標準化とリモートIDなどの基盤技術開発を強化。
空飛ぶクルマに関しては、2023年の事業化を各国が目指している。図2-2-5はAviation Weekがまとめた

分類図 26） で、コンセプトレベルの機体が多い中、中国のEHangと、米国のOpener社のBlackFlyが最も
進んでいるとしている。いずれもパーソナルな小型eVTOLであり、本格的な機体の開発はこれからである。
人が乗る場合には有人機としての認証を取得する必要があるが、そのような機体はまだ出現しておらず、米国
FAA,欧州EASAが中心となり認証基準および認証手法を民間と協力して検討している段階である9）。日本で
も、スタートアップ企業を中心に開発が進むなかで、認証方法の国際的な動向と歩調を合わせて、認証技術
を開発する必要がある。また、試験環境の開発も重要である。官民協議会のロードマップでは福島ロボット
テストフィールドがドローンのための飛行試験環境としてリストアップされているが、さらに、大型の無人機、
空飛ぶクルマの飛行試験環境の整備が求められる46）。　

図2-2-5　　　空飛ぶクルマの動向 26）
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（7）国際比較

国・地域 フェーズ 現状 トレンド 各国の状況、評価の際に参考にした根拠など

日本

基礎研究 ○ ↘

ImPACTにおける「タフ・ロボティクス・チャレンジ」においてドローン
の基盤研究が実施され、空中ロボットの研究も推進された（H26より5
年間）。そこでは、ロボットアーム、可変ピッチプロペラ、無線中継、ロ
バスト制御などで成果が得られた26）。 NEDOでの「ロボット・ドローン
が活躍する省エネルギー社会の実現プロジェクト」プロジェクトでドロー
ンの研究開発が2016年から6年計画で進められ、運航管理（UTM）、
衝突回避、性能評価に関する関する研究が基盤研究として成果を出して
いる25）。研究論文は制御分野などで活発であるが、世界的にみると比率
は小さく（論文数は世界の2.5%）、飛行管理や安全性向上に関する国家
プロジェクトが求められる20）。空飛ぶクルマに関しては、メーカーでの研
究開発がスタートしているが、欧米に比較すると規模は小さい26）。

応用研究・開発 ○ →

SIP第一期におけるインフラ維持管理・更新・マネジメント技術において、
ドローンによる橋梁などのインフラ点検による研究が行われた（2014～
2017）27）。ドローンの離発着場（ドローンポート）の研究開発が、交通
運輸技術開発推進制度（2016～2017年度研究課題）により実施され
実証実験も行われた28）。ドローンの飛行安全向上に向けたAI技術応用
に関する研究がNEDOにおいて実施中（2019～2023）である29）。
NEDO DRESSプロジェクトにおけるリモートIDの研究開発が2019年
度より開始された25）。このように活発な応用研究が推進され、ISO国際
標準化活動も活発であるが 30）、特許件数でみると中国、欧米とは大きな
差が開いている（出願件数で6.2%）20）。空飛ぶクルマに関しては、東京
都が3年間で最大5億円の助成を2019年度から開始したが 31）、欧米に
比べるとその規模は小さい26）。

米国

基礎研究 ◎ →

米国は2007年から10年間のドローン関連の論文件数で、世界の24.9%
を占め、欧米、中国とともに3強である20）。内容的にはセンシング、通信、
無人管制分野が多く、米国の防衛企業、通信企業、IT企業から多くの
特許が出されている20）。 NASAにおいては、UTM（運航管理）に関す
る産学のプロジェクトが2015年以降活発になされ、有人機との運行管
理との統合化を目指してる32）。 NASAの無人航空機プロジェクトでは固
定翼無人機が大きな割合を占めている20） , 33）。 FAAは、ミシシッピ州立
大学を中心とした23の研究機関の共同体（ASSURE）を,UASに関す
る高度な研究・開発活動を行い、人材及び産業の創出・育成の中核とな
る研究拠点（COE：Center of Excellence）として2015年に認定した。
ASSUREでは、安全性に係る研究・教育・訓練及び無人航空機の空域
統合に資する研究開発に焦点を当てた活動が行われている34） , 35）。
DAPAでは複数のドローンを制御するSwarm Programを積極的に推進
しているが、目的は軍用である36）。

応用研究・開発 ○ ↗

ドローン関係の特許においても米国は世界の25.2%を占め、中国に次い
で多い。特許の内容は「機体性能向上」、「制御の高度化」、「衝突回避」
関係が多く、用途は軍用が多い20）。ドローンの応用に関しては、2018
年にDOTが発表したUAS統合パイロット・プログラム（IPP、UAS 
Integration Pilot Program）により米国10カ所で実証プログラムが行
われ、様々なユースケースを想定した実証実験が行われている37）。また、
UTMの普及を推進するために、空港周辺での無人機のための運航承認
の仕組み（Low Alt i tude Author izat ion and Not i f icat ion 
Capability （LAANC））を導入している38）。空飛ぶクルマに関しては、
民間のベンチャー企業が、ボーイングやエアバスと連携して開発を進めて
きたが、2020年になり、米空軍は空飛ぶクルマに関する資金援助と各種
実証実験をサポートすると発表し39）、COVID-19で疲弊する産業化の
支援に乗り出した。
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欧州

基礎研究 ◎ →

欧州は、ドローン関係の論文の27.1%を発表し、アメリカと中国を抜い
ている。研究者の所属はクランフィールド大（英国）、セルビア大学（ス
ペイン）がベスト20に入り、その他、政府研研究機関による発表数が多
く、全体として世界一になっている20）。 Horizon 2020にドローン関係
のテーマが 多く見られることも論 文 が 多い 要 因と考えられる40）。
Horizon 2020ではトップダウン式に研究テーマを提示し。 EU内の多国
籍な産学官の研究コンソーシアムで応募するスキームがあり、効果的な
研究開発が実施されている。目的としては「精密農業」、「地図情報収集」、

「環境モニタリング」が多い。空飛ぶクルマ関係では、電気推進、ハイブ
リッド推進、水素燃料など推進系の研究開発が欧州では活発であり41）、
無人機の管制システムに関する研究プロジェクトU-spaceもスタートして
いる42） , 43）。

応用研究・開発 ○ →

欧州からの特許出願は12.4%で、論文に比べると特許件数は少ないとい
える20）。ドローン製造業はドイツやフランスで2000年代から始まってい
るが、中国、米国に追い越された感がある。運航管理に関しては、
U-spaceでは欧州全域で統一したロードマップを掲げ、着実な研究がな
されている。実践的な早期導入を目指す米国とは対照的である43）。空飛
ぶクルマでは、ドイツのベンチャー企業VOLOCOPTERが世界に先駆け
開発を行い、英国、イタリアでも開発が始まっている26）。

中国

基礎研究 ◎ →

中国はドローン関係論文数で世界の21.9%と、欧州、米国に次いでい
る20）。用途は軍用が多いことが特徴である。所属機関のランキングでは、
北京航空航天大学、南京航空航天大学、国防科技大学が上位4位を占
めている20）。

応用研究・開発 ◎ →

中国はドローン関係出願数で世界の42.4%と際立っている。ドローンの
機数では中国製が世界の7割を占めていることが背景にある20）。他国と
の差は、「低コスト化」の出願が多いことである。用途に関しては、「空撮」、

「公共」、「農林水産業」が上位にあり、民生用の特許が多い20）。空飛ぶ
クルマに関してはEhangが機体開発で世界をリードしていると評価され、
既に多くの国に輸出されているのも驚異的である26）。

韓国

基礎研究 ○ →

韓国はドローン関係論文数で世界の3.8%であり、日本の2.5%よりも多い。
所属機関ランキングでもKISTが8位、ソウル大学が15位と上位にあ
る20）。韓国では軍用ドローンの開発も行われており、論文数の多さに寄
与していると考えられる。

応用研究・開発 ○ → 韓国はドローン関係論文数で世界の10.38%であり、日本の6.2%をしの
いでいる。特許の目的には軍用が多いのが特徴である20）。

イスラエル

基礎研究 ○ → イスラエルは軍用固定翼ドローンの開発が早期に開始されたこともあり論
文件数は0.5%である20）。

応用研究・開発 ○ →
イスラエルにはドローン産業もあり、特許出願は0.8%であり軍用関係が
多い20）。ドローン兵器からの攻撃に対処するシステムに関する高度な技
術を有している44）。

（註１）フェーズ

基礎研究：大学 ･ 国研などでの基礎研究の範囲

応用研究 ･ 開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲　

（註２）現状　※日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価

◎：特に顕著な活動 ･ 成果が見えている 〇：顕著な活動 ･ 成果が見えている

△：顕著な活動 ･ 成果が見えていない ×：特筆すべき活動 ･ 成果が見えていない

（註３）トレンド　※ここ１～２年の研究開発水準の変化　

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向
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